
 

健全化判断比率及び資金不足比率について 

 

 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成２１年４月１日から本格施行されたこと

により、全国の都道府県や市町村は毎年、前年度決算において、財政の健全性に関する比率を

その算定資料とともに監査委員の審査に付した上で、議会に①実質赤字比率、②連結実質赤字

比率、③実質公債費比率、④将来負担比率（以下「健全化判断比率」という。）と⑤資金不足

比率の５つの比率を報告し、かつ公表することとなりました。 

これは、財政の健全性に関する比率を公表し、その比率に応じて「財政の早期健全化及び財

政の再生」並びに「公営企業の経営の健全化」の計画を策定することにより、財政の健全化を

図ることを目的とされたものです。 

なお、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上になった場合には自主的な改善によ

る「財政健全化計画」を、財政再生基準以上となった場合には、国の関与を伴う「財政再生計

画」を議会の議決を経て策定することが義務付けられました。 

また、公営企業会計ごとの資金不足比率についても、経営健全化基準以上となった場合には、

自主的な改善による「経営健全化計画」を議会の議決を経て策定することが義務付けられまし

た。 

 

  １．健全化判断比率及び資金不足比率の対象会計 

特別会計

国民健康保険特別会計（事業勘定）

国民健康保険特別会計（診療施設勘定）

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

水道事業会計（水道事業）

水道事業会計（簡易水道等事業）

下水道事業会計（公共下水道事業）

下水道事業会計（農業集落排水処理事業）

下水道事業会計（個別排水処理事業）

工業団地造成事業特別会計

住宅団地造成事業特別会計
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喜多方地方広域市町村圏組合、福島県市町村総合事
務組合、福島県後期高齢者医療広域連合



 

  ２．令和３年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率 

健全化判断比率 令和３年度 令和２年度 比率増減 早期健全化基準 財政再生基準 

① 実質赤字比率 － － － 15.0％ 20.0％ 

② 連結実質赤字比率 － － － 20.0％ 30.0％ 

③実質公債費比率 12.6％ 12.8％ ▲0.2 25.0％ 35.0％ 

④将来負担比率 78.3％ 103.2％ ▲24.9 350.0％  

⑤資金不足比率 令和３年度 令和２年度 比率増減 経 営 健 全 化 基 準 

 水道事業会計 

（水道事業） 

－ － － 

20.0％ 

水道事業会計 

（簡易水道等事業） 

－ － － 

下水道事業会計 

（公共下水道事業） 

－ － － 

下水道事業会計 

(農業集落排水処理事業) 

－ － － 

下水道事業会計 

（個別排水処理事業） 

－ － － 

工業団地造成事業特別会計 － － － 

住宅団地造成事業特別会計 － － － 

 ※①及び②は、実質赤字額がないため「－」で表示しています。 

 ※⑤は、資金不足額がないため「－」で表示しています。 

 

      ① 実質赤字比率 

    一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模（地方公共団体の標準的な一般財源の収入額）に 

     対する比率 

            

  （算式）  

 

 

 

 

② 連結実質赤字比率 

   全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率 

 

  （算式） 

 

 

 

一般会計等の実質赤字額 

標準財政規模 

連結（一般会計等＋公営企業会計）実質赤字額 

標準財政規模 

実質赤字はありません（－％） 

実質赤字はありません（－％） 



 

   ③ 実質公債費比率 

        一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金（公営企業会計に対する一般会計からの繰出金 

   のうち元利償還金に充てたもの）の標準財政規模に対する比率（令和元～令和３年度の３ヶ年平均） 

 

  （算式）  

   

 

12.6％（対前年▲0.2 ポイント）。早期健全化基準 25％を下回っています。 

 

※元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

        ⇒ 元利償還金に対して普通交付税で交付措置されるもの 

 

④ 将来負担比率 

  公営企業、出資法人等を含めた一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する 

比率 

 

  （算式）  

   

 

78.3％（対前年▲24.9 ポイント）。早期健全化基準 350％を下回っています。 

 

≪将来負担額≫                            （単位：千円、％） 

 

地方債の元利償還金＋準元利償還金 

 －（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

将来負担額－充当可能財源等 

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

項   目 
令和３年度 

将来負担額 

令和２年度 

将来負担額 
比率増減 備   考 

地方債現在高 7,238,581 7,594,817 ▲4.7 一般会計等の地方債の年度末現在高 

債務負担行為に基づく支

出予定額 
－ － － 借入金の返済に相当するもの 

公営企業債等繰入見込額 2,042,561 2,348,767 ▲13.0 
公営企業会計の地方債償還に係る一般

会計からの繰入見込額 

組合等負担等見込額 286,443 231,285 23.8 
一部事務組合等が起こした地方債償還

に係る負担等見込額 

退職手当負担見込額 790,610 770,633 2.6 
対象職員全員が、各年度末に自己都合に

より退職した場合の退職手当見込額 

設立法人の負債額等負担

見込額 
－ － － ＊負担見込なし 

 

喜多方地方土地開発

公社 
－ － － 保証債務がある場合の負担見込額 

㈱西会津町振興公社 － － － 損失補償がある場合の負担見込額 

合    計 10,358,195 10,945,502 ▲5.4  



≪充当可能財源等≫                          （単位：千円、％） 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 資金不足比率 

    公営企業会計ごとの資金不足額の事業規模に対する比率 

 

  （算式） 

   

 

 

結果公表にあたって 

 

西会津町の令和３年度決算における「健全化判断比率」及び公営企業会計の「資金不足比率」

は、いずれも国が定める基準（「早期健全化基準」、「経営健全化基準」）を下回っています。 

 令和２年度決算と比較すると実質公債費比率は▲０．２ポイント、将来負担比率は▲２４．

９ポイントとなりました。 

本町のように自主財源が乏しい自治体では、歳入の約４割を占める地方交付税の動向が財政

運営に大きな影響を与えます。その中で、依然厳しい財政状況を踏まえ、今後も引き続き計画

的な地方債の借入れや事業の年度間調整による平準化に努め、将来負担の抑制と事業の選別化

に積極的に取り組むとともに、中・長期的視点にたった財政の健全化に努めてまいります。 

 

項   目 
令和３年度

充当可能額 

令和２年度

充当可能額 
比率増減 備   考 

充当可能基金額 1,259,244 977,029 28.9 
地方債の償還額等に充当可能な基金の

歳入見込額 

充当可能特定歳入額 68,440 66,989 2.2 
地方債の償還財源に充てることができ

る特定の歳入見込額 

基準財政需要額算入見込

額 
6,598,780 6,826,067 ▲3.3 

地方債現在高に係る今後の地方交付税

算入見込額 

合    計 7,926,464 7,870,085 0.7  

資金の不足額 

事業の規模 
該当する公営企業会計において資金不足はありません（－％） 


